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   交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関  

する条例（案）  

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、特定教育・保育施設（交野市立の幼稚園及び保育所を除く。以

下同じ。）及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用について必

要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65

号。以下「法」という。）の定めるところによる。  

 （利用者負担額）  

第３条  支給認定子どもが当該支給認定の有効期間内において、特定教育・保育施設

又は特定地域型保育施設（以下「特定教育・保育施設等」という。）から教育・保

育給付を受けたときにおける法第２７条第３項第２号、法第２８条第２項第１号か

ら第３号まで、第２９条第３項第２号、第３０条第２項第１号から第３号まで及び

附則第９条第１項第１号から第３号までに規定する当該支給認定保護者の属する世

帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額（以下「利用者負担額」

という。）は、当該各号で規定する政令で定める額の範囲内において、市長が別に

定める。  

２  前項の規定にかかわらず、法第 29条第３項第２号及び第 30条第２項第１号から第

３号までの規定に係る利用者負担額（居宅訪問型保育に係る利用者負担額を除

く。）は、前項の規定により算定した利用者負担額に次の各号に掲げる当該子ども

が受けた保育の種別の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額

に 100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。  

 (1) 交野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年条例第２４号。以下「条例」という。）第３章第２節に規定する小規模保育

事業Ａ型及び条例第５章に規定する事業所内保育事業（保育に従事する職員の全

てが保育士である場合に限る。）として行われる保育  100分の 90 

 (2) 条例第３章第４節に規定する小規模保育事業Ｃ型として行われる保育  100分
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の 80 

 (3) 条例第３章第３節に規定する小規模保育事業Ｂ型及び条例第５章に規定する

事業所内保育事業（第１号に掲げるものを除く。）として行われる保育  100分

の 70 

３  利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢に

よるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。  

 （利用者負担額の納付）  

第４条  特定教育・保育施設等（保育所を除く。）から教育・保育給付を受けた支給

認定子どもの支給認定保護者又はその扶養義務者（以下「支給認定保護者等」とい

う。）は、前条に定める利用者負担額を特定教育・保育施設の長又は特定地域型保

育事業を行った者（以下「施設長等」という。）に納付しなければならない。  

２  保育所（交野市立保育所を除く。）から保育給付を受けた支給認定子どもの支給

認定保護者等は、前条に定める利用者負担額を市長に納付しなければならない。  

 （利用者負担額の通知）  

第５条  市長は、利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、当該支

給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する施設長等に通知しなければならな

い。  

 （利用者負担額の減免）  

第６条  市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免

除することができる。  

 （利用者負担額の納期）  

第７条  第４条の規定により徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、毎月の末日と

する。  

 （委任）  

第８条  この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

 この条例は、法の施行の日から施行する。  


